
一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について ・・・ 2

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について ・・・ 3

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について ・・・ 1 3

情　　報

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者点数

（関東運輸局管内）

営業所点数
（当該行政処分により
付された違反点数）

平成30年7
月2日

開進交通株式会社（法人
番号4011401001292）
代表者　　広村　仁載

東京都板橋区坂
下３－２５－１

本社営業所 東京都板橋区
坂下３－２５－１

文書警告 道路運送法（以下、運送
法）第27条第3項

平成30年7月2日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 0

平成30年7
月2日

株式会社京浜キャブシス
テム（法人番号
1010901003719）
代表者　岩浦　哲彦

東京都世田谷区
尾山台１－１８－
１０

本社営業所 東京都世田谷
区尾山台１－１
８－１０

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月2日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月2日

株式会社日幸（法人番号
4011801003748）
代表者　田中　英司

東京都葛飾区堀
切３丁目２３番地
１９号

本社営業所 東京都葛飾区
堀切３丁目２３
番地１５号

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月2日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月2日

京急交通株式会社（法人
番号6021001009048）
代表者　木村　健

神奈川県鎌倉市
小袋谷１丁目１７
３番地３

品川営業所 東京都品川区
東大井１－２１
－１３

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月2日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について　　〈平成３０年７月分〉

平成30年7月2日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

運送法第27条第3項 0 0文書警告東京都荒川区
南千住３－１２
－６

本社営業所東京都荒川区南
千住３－１２－６

三和交通株式会社（法人
番号1011501009453）
代表者　太田　祥平

平成30年7
月2日

平成30年7
月3日

株式会社ＪＴＸ（法人番号
9040001046344）
代表者　叶　建宇

千葉県印西市中
央北一丁目３番
地３　ＣＮＣビル
２０８

本社営業所 千葉県印西市
中央北一丁目３
番地３　ＣＮＣビ
ル２０８

3 3輸送施設の使用停止（30日車） 運送法第20条、運送法
第27条第3項

平成29年11月16日及び平成29年12月5日、新
規許可を端緒として監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路
運送法第20条)､(2)点呼の記録義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第
24条第5項)､(3)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第3項)､(4)日雇い運転者等
の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)､(5)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)
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平成30年7
月3日

城南タクシー株式会社
（法人番号
5050001032537）
代表者　宮田　利江

茨城県結城市結
城６５２４番地１
号

本社営業所 茨城県結城市
結城６５２４番地
１号

輸送施設の使用停止（50日車） 運送法第9条の3第1項、
運送法第27条第3項

平成30年1月11日及び平成30年1月30日、法
令違反の疑いがある旨の報告を端緒として監
査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃
料金変更認可違反(道路運送法第9条の3第1
項)(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21
条第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規
則第24条)(4)乗務記録の記録事項の不備(運
輸規則第25条第3項)､(5)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)運
行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条
の9第3項)

5 5

平成30年7
月3日

吉田　一人 東京都北区 個人 東京都北区 文書警告 運送法第27条第3項 平成30年4月20日、法令違反の疑いがある旨
の調査結果を端緒として監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項
の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条)

0 0

平成30年7
月3日

荏原交通株式会社（法人
番号6010901038875）
代表者　磯　珠代

東京都世田谷区
玉堤一丁目７番
２０号

玉川営業所 東京都世田谷
区玉堤１－７－
２０

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月3日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月3日

株式会社グリーンキャブ
（法人番号
2011101023399）
代表者　高野　公秀

東京都新宿区戸
山３－１５－１

江戸川営業
所

東京都江戸川
区平井６－２－
２８

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月3日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月3日

株式会社グリーンキャブ
代表者　高野　公秀

東京都新宿区戸
山３－１５－１

世田谷営業
所

東京都世田谷
区砧１－１－１１

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月3日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月3日

丸井自動車株式会社
代表者　今井　洋

東京都足立区千
住関屋町８－６

本社営業所 東京都足立区
千住関屋町８－
６

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月3日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月4日

マルコータクシー株式会
社　代表者　関口　孝夫

東京都足立区鹿
浜４－６－１５

本社営業所 東京都足立区
鹿浜４－１９－１
２

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月4日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0
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平成30年7
月4日

開成交通株式会社
代表者　中村　博彦

東京都三鷹市上
連雀３－１０－２
７

本社営業所 東京都三鷹市
上連雀３－１０
－２７

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月4日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月4日

宮園自動車株式会社
代表者　川村　泰利

東京都中野区中
野１－５０－５

杉並営業所 東京都杉並区
井草４－１７－１

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月4日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

国際自動車株式会社
代表者　楠原　亘

東京都三鷹市新
川６－３３－６

三鷹営業所 東京都三鷹市
新川６－３３－６

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

国際自動車株式会社
代表者　長谷川　裕紀

東京都台東区橋
場２丁目２０番１
３号

台東営業所 東京都台東区
橋場２丁目２０
番１３号

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

国際自動車株式会社
代表者　楠原　亘

東京都大田区平
和島５－８－３

羽田営業所 東京都大田区
平和島５－８－
３　１階

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

国際自動車株式会社
代表者　長谷川　裕紀

東京都板橋区坂
下一丁目２２番１
０号

板橋営業所 東京都板橋区
坂下一丁目２２
番１０号

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

国際自動車株式会社
代表者　長谷川　裕紀

東京都江東区東
雲二丁目６番１
号

東雲営業所 東京都江東区
東雲二丁目６番
１号　２階

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月5日

省東自動車株式会社
代表者　佐藤　伸好

東京都板橋区前
野町６－１１－１

本社営業所 東京都板橋区
前野町６－１１
－１

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0
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平成30年7
月5日

政和自動車株式会社
代表者　樽澤　功

東京都足立区千
住宮元町７－２

本社営業所 東京都足立区
千住宮元町７－
２

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月5日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月6日

太陽自動車株式会社
代表者　井上　佳明

東京都葛飾区四
つ木５－５－１８

本社営業所 東京都葛飾区
四つ木５－５－
１８

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月6日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月6日

泰進交通株式会社
代表者　高沢　泰博

東京都墨田区堤
通１－９－１５

本社営業所 東京都墨田区
堤通１－９－１５

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月6日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月9日

大輝交通株式会社
代表者　坂巻　通

東京都目黒区八
雲２－１７－１５

本社営業所 東京都目黒区
八雲２－１７－１
５

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月9日

東洋交通株式会社
代表者　川鍋　一朗

東京都北区浮間
５－４－５１

本社営業所 東京都北区浮
間５－４－５１

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月9日

日の丸交通株式会社
代表者　富田　和孝

東京都文京区後
楽１－１－８

世田谷営業
所

東京都世田谷
区南鳥山１－１
－１８

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月9日

日興タクシー株式会社
代表者　山本　眞弓

東京都板橋区加
賀２丁目１８番１
５号

本社営業所 東京都板橋区
加賀２丁目１８
番１５号

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月9日

日月東交通株式会社
代表者　末廣　元成

東京都江戸川区
東小岩３－２１－
３

本社営業所 東京都江戸川
区東小岩３－２
１－３

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0
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平成30年7
月9日

不二タクシー株式会社
代表者　遠藤　郁夫

東京都江東区亀
戸２－１７－１０

本社営業所 東京都江東区
亀戸２－１７－１
０

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月9日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

3 0

平成30年7
月10日

東京ひかり交通株式会社
代表者　山岡　章

東京都大田区蒲
田１－８－４

本社営業所 東京都大田区
蒲田一丁目８－
４

文書警告 運送法第27条第3項 平成30年7月10日、公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

平成30年7
月10日

有限会社サツキハウス
代表者　柳沢　昇

埼玉県坂戸市薬
師町２番地１７

本社営業所 埼玉県坂戸市
薬師町２－１７

輸送施設の使用停止（390日車） 運送法第20条、運送法
第27条第3項、運送法第
95条

平成29年11月30日及び平成29年12月1日、長
期未監査であることを端緒として監査を実施。
7件の違反が認められた。(1)営業区域外運送
違反(道路運送法(以下､運送法)第20条)､(2)健
康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､
(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(6)書類の適切管
理義務違反(運輸規則第69条)､(7)自動車に関
する表示義務違反(運送法第95条)

39 39

平成30年7
月31日

栗橋タクシー有限会社
代表者　斉藤　荘一

埼玉県久喜市栗
橋中央１丁目２
番地６号

本社営業所 埼玉県久喜市
栗橋中央１丁目
２番地６号

輸送施設の使用停止（31日車） 運送法第27条第3項 平成30年3月2日、公安委員会からの通知を
端緒として監査を実施。3件の違反が認められ
た。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5
項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(3)事故惹起運転者に
対する告示で定める特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)

6 4

平成30年7
月31日

日本交通株式会社
代表者　川鍋　一朗

東京都北区浮間
５－４－５１　３階
１０２号

池袋第一営
業所

東京都豊島区
東池袋３－１－
１　サンシャイン
６０　Ｂ２

文書警告 運送法第２７条第３項、
道路運送車両法第５２条

平成30年4月20日、法令で規定された報告書
に関して法令違反の疑いがあったことを端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)整備管理者選任(解任)の未届出(道路運送
車両法第52条)

0 0

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

17


